
 墨田区立公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 
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墨田区規則第６４号 

 

 

 

  



   墨田区立公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 墨田区立公園条例施行規則（昭和４０年墨田区規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２号の表墨田区立八広公園の項中「バスケットボールコート」を「ボール

遊び広場」に改め、同表に次のように加える。 

 

墨田区立東墨田第

一公園 

ボール遊

び広場 
 

４月から９月まで 

 午前９時から午後７時まで 

１０月から翌年３月まで 

 午前９時から午後６時まで 
 

 第２条の２第１項中「午前７時３０分から午後６時３０分まで」を「午前５時３０

分から午後１０時３０分まで」に改め、同条第２項を削る。 

 第６条第２項の表中「９０円」を「７０円」に改める。 

 第７条第１項中「を提出して、区長の」を「の提出又は墨田区公共施設利用システ

ム（以下「システム」という。）への入力により、区長に申請をし、使用の」に改め、

同条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「第１項」を「前項」に改め、同項ただ

し書を削り、同項を同条第２項とし、同条第５項を削り、同条第６項を同条第３項と

し、同条第７項を同条第４項とし、同条第８項中「区長が別に定める承認書（次項及

び次条において「承認書」という。）を交付する」を「システムにより当該承認の旨

を提示する」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第５項とする。 

  ただし、申請者から求めがあった場合又は申請者から同意を得られていない場合

は、区長が別に定める使用承認書を交付しなければならない。 

第７条第９項を削り、同条第１０項中「第２項に規定する」を「第１項の規定にか 

かわらず、同項の」に改め、同項を同条第８項とし、同項の前に次の２項を加える。 

６ システムへの入力により申請をする場合において、当該申請と併せてクレジット

カードその他区長が別に定める電子納付の方法による決済（以下「キャッシュレス

決済」という。）により使用料を納付しようとするときは、当該決済をもって、前

項の使用の承認及び使用料の納付とみなす。 

７ 使用の承認を受けた者は、係員から承認を受けた者であることの確認の求めが 



あった場合は、当該確認を行うことができる書類等の提示をしなければならない。 

第７条第１１項を同条第９項とし、同条第１２項を同条第１０項とする。 

第７条の４を削る。 

第７条の５第５項及び第６項を削り、同条第７項を同条第５項とし、同条を第７条

の４とする。 

第７条の６を第７条の５とする。 

 第８条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により使用時間等の変更をする場合において、変更後の使用料が既に 

 納付した使用料を超えるときは、使用者はその差額を区長に納付しなければならな

い。 

 第１１条に次の２項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第７条第１項に規定する有料施設の使用の申請をシ

ステムへの入力により行った者であって、キャッシュレス決済により使用料を納付

したものが使用料の返還を受けようとする場合は、当該申請書の提出を要せず、シ

ステムへの入力により区長に申請するものとする。 

４ 前項の規定により申請を行う者に使用料を返還する場合にあっては、区長は、同

項のキャッシュレス決済により使用料を返還する。ただし、やむを得ない事由によ

り当該キャッシュレス決済により使用料の返還を行えない場合は、区長が別に定め

る方法により返還を行うことができる。 

 第１３条第１項中「及び隅田公園自動車駐車場」を削り、同条第５項中「（隅田公

園自動車駐車場に係る使用料を除く。）」を削り、「承認の申請」の次に「（第７条

第１項に規定する申請書の提出に限る。）」を加える。 

 第１３条の２の見出しを「（指定管理者が徴収する隅田公園自動車駐車場の利用料 

金の免除）」に改め、同条第 1 項中「第１９条」を「第２２条第２項」に、「使用料 

（別表第１に定める使用時間外における使用に係る使用料」を「利用料金（第２条の

２第１項の規定により定める利用時間外における利用に係る利用料金」に改め、同条

第１号から第５号までの規定中「使用」を「利用」に改め、同条第６号中「区長が特

に必要があると認める」を「指定管理者が特に必要と認め、区長の承認を得た」に改 



め、同条第２項中「使用料の」を「利用料金の」に、「使用に」を「利用に」に、 

「隅田公園自動車駐車場使用料免除申請書（第９号様式）を区長」を「あらかじめ区

長の承認を得て指定管理者が別に定める隅田公園自動車駐車場利用料金免除申請書を

指定管理者」に、「区長は」を「指定管理者は」に改める。 

 第１４条中「別表第７付記６」を「別表第７付記５」に改める。 

 第１７条の見出しを「（指定管理者が徴収する隅田公園自動車駐車場の時間外利用

に対する処置）」に改め、同条第１項中「区長は、駐車場使用者が別表第１に定める

使用時間」を「指定管理者は、駐車場利用者が第２条の２第１項に定める利用時間」

に、「使用した」を「利用した」に、「当該駐車場使用者」を「当該駐車場利用者」

に、「使用に」を「利用に」に改め、同条第２項を削る。 

 第１８条中「、第１３条」を「及び第１３条」に改め、「、第１３条の２並びに第

１７条」を削り、同条の表中 

「 

第１３条第５項 使用料等（隅田公園自動車

駐車場に係る利用料金を除

く。） 

特定占用許可等を受けた者

に係る利用料金 

」 

を 

「 
第１３条第５項 使用料等 特定占用許可等を受けた者

に係る利用料金 

」 

に改め、 

「 
第１３条の２の見出し 使用料 利用料金 

第１３条の２第１項各号列

記以外の部分 

使用料 利用料金 

使用時間 利用時間 

使用に 利用に 

第１３条の２第１項第１号

から第５号まで 

使用 利用 

第１３条の２第１項第６号 区長が特に必要があると認

める 

指定管理者が特に必要と認

め、区長の承認を得た 



第１３条の２第２項 使用料の 利用料金の 

使用に 利用に 

隅田公園自動車駐車場使用 

料免除申請書（第９号様式）

あらかじめ区長の承認を得

て指定管理者が別に定める

隅田公園自動車駐車場利用

料金免除申請書 

区長 指定管理者 

第１７条の見出し 使用 利用 

第１７条第１項 区長 指定管理者 

駐車場使用者 駐車場利用者 

使用時間 利用時間 

使用した 利用した 

使用に 利用に 

」 

を削る。 

 別表第１隅田公園自動車駐車場の項を削り、同表付記２を削り、同表付記１を同表

付記とする。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２ 

 土地の使用料 

種   別 単   位 金   額 

墨田区立両国公園 １平方メートル、１月 １，０８１円 

墨田区立中和公園  ９０７円 

墨田区立緑町

公園 

亀沢二丁目７

番先 

 １，１１５円 

亀沢二丁目６

番先 

 ９４９円 

緑二丁目２３

番先 

 １，００７円 

墨田区立菊川公園  ９７４円 

墨田区立業平公園  １，０８２円 

墨田区立若宮公園  ８７７円 

墨田区立錦糸堀公園  １，３２０円 



墨田区立竪川第一公園  １，０５９円 

墨田区立江東橋公園  １，１８４円 

墨田区立中川公園  ５５０円 

墨田区立原公園  ６７９円 

墨田区立押上公園  ８４０円 

墨田区立新平井橋公園  ３５４円 

墨田区立錦糸公園  １，００１円 

墨田区立吾嬬西公園  ６４６円 

墨田区立旧安田庭園  ９８９円 

墨田区立あずま百樹園  ６１０円 

墨田区立銅像堀公園  ６８７円 

墨田区立吾妻橋公園  ９８７円 

墨田区立文花公園  ６９０円 

墨田区立隅田

川緑道公園 

横網一丁目地

先 

 １，０９１円 

吾妻橋一丁目

地先 

 １，０９０円 

墨田区立東向島北公園  ６４１円 

墨田区立堤通公園  ６８０円 

墨田区立長寿庭園  ６２４円 

墨田区立ふじのき公園  ６６６円 

墨田区立ひいらぎ公園  ５９２円 

墨田区立隅田公園  ７３９円 

墨田区立京島西公園  ６９１円 

墨田区立文花宮前橋公園  ７０３円 

墨田区立立花公園  ６７１円 

墨田区立横川東公園  ９００円 

墨田区立曳舟さくら公園  ６６０円 



墨田区立千歳公園  １，０７７円 

墨田区立平井橋第一公園  ５４５円 

墨田区立平井橋第二公園  ６０３円 

墨田区立東あずま公園  ６４０円 

墨田区立八広公園  ６３５円 

墨田区立緑と花の学習園  ６５２円 

墨田区立梅若公園  ７２２円 

墨田区立みわさと公園  ５５１円 

墨田区立東墨田第一公園  ４１５円 

墨田区立大横

川親水公園 

吾妻橋三丁目

４番先 
 １，２７２円 

東駒形四丁目

１５番先 
 １，２４７円 

東駒形四丁目

１４番先から

本所四丁目３

０番先まで 

 １，０２５円 

本所四丁目８

番先 
 ９５９円 

石原四丁目２

８番先 
 ９６８円 

石原四丁目１

３番先 
 １，０１５円 

亀沢四丁目１

８番先 
 １，１５７円 

亀沢四丁目５

番先から緑四

丁目２３番先

まで 

 １，２９７円 

緑四丁目２２

番先 
 １，１７０円 

緑四丁目２番

先 
 １，００２円 

墨田区立竪川

親水公園 

江東橋一丁目

２番先から江

東橋二丁目１ 

 

１，００９円 



 番先まで   

 江東橋四丁目

９番先から江

東橋四丁目２

番先まで 

 

９７２円 

墨田区立東墨田二丁目公園  ３８８円 

墨田区立東墨田公園  ３５９円 

墨田区立横川さんかく公園  ９２７円 

墨田区立白鬚公園  ６１３円 

墨田区立おしなり公園  ２，１１０円 

墨田区立小梅児童遊園  １，０９１円 

墨田区立柳島児童遊園  １，０４４円 

墨田区立くるみ児童遊園  １，００７円 

墨田区立両国橋児童遊園  １，４７２円 

墨田区立曳舟児童遊園  ６３１円 

墨田区立隅田児童遊園  ５４５円 

墨田区立宮元児童遊園  ６２７円 

墨田区立境児童遊園  ６００円 

墨田区立あすなろ児童遊園  ６６２円 

墨田区立どんぐり児童遊園  ７５５円 

墨田区立けやき児童遊園  ６６３円 

墨田区立こまどり児童遊園  ９４０円 

墨田区立隅田第二児童遊園  ５５８円 

墨田区立墨田第三児童遊園  ５１２円 

墨田区立長浦児童遊園  ６００円 

墨田区立立花六丁目児童遊園  ５３０円 

墨田区立中之郷児童遊園  ７３７円 

墨田区立白鬚児童遊園  ６２６円 

  



 別表第３中「１，８５６円」を「１，９３３円」に、「１，１００円」を「１，１

４５円」に、「１６５円」を「１７１円」に、「４１２円」を「４２９円」に、「８ 

２５円」を「８５９円」に、「１３７円」を「１４３円」に、「１，３７５円」を 

「１，４３２円」に、「５５０円」を「５７２円」に、「１，０３８円」を「１，２

４５円」に、「６８７円」を「７１６円」に、「１，１８４円」を「１，４２０円」

に、「１０，８００円」を「１１，２８０円」に、「１６，８７５円」を「１７，６

２５円」に、「１，９１２円」を「１，９９７円」に、「２３円」を「２４円」に、

「３４円」を「３５円」に、「４５円」を「４７円」に改める。 

 別表第４隅田公園自動車駐車場の項を削り、同表付記７中「、隅田公園内魚つり場

及び隅田公園自動車駐車場」を「及び隅田公園内魚つり場」に改める。 

 第３号様式及び第４号様式を次のように改める。 

第３号様式及び第４号様式 削除 

 第９号様式を次のように改める。 

第９号様式 削除 

   付 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、第７条、第８条及び第１１条の改正規定は、 

 令和７年３月１３日から適用し、第２条第２号の表に次のように加える改正規定は、 

同月２４日から適用する。 

２ この規則による改正後の第６条第２項、別表第２及び別表第３の規定は、この規

則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。 


